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分け方

出し方

金属類・割れ物
ビニール・プラスチック製容器包装

以外のプラスチック類
ビニール・プラスチック製
容器包装以外のプラスチック類

ガラス類・刃物は
紙などで包み
「危険」と書いて
出す。

ライターの
燃料は必ず
使い切って
から出す。

割れ物

傘

電球

ライター

袋に入る家電製品 皮革・ゴム製品

刃物

※家電製品に使用されている
　充電池等は取り外して、
　各市の指定された回収場所
　に出してください。

●不燃ごみの分け方・出し方

●金属類・割れ物専用袋について（黄色）
　令和 7 年 4 月から「不燃ごみ」の出し方は「ビニール、プラスチック製容器包装以外のプ
ラスチック類」と「金属類・割れ物」に分別して出していただいております。しかし、同じ
不燃ごみ専用袋（青色）の分別ではわかりにくいとの意見が多く寄せられたことから「金属類・
割れ物」の専用袋（黄色）を導入することとしました。
　つきましては、専用袋（中サイズ）1セット（10枚）を無償配布しますので、「金属類・割れ物」
の収集日にはぜひご活用ください。



●専用袋の留意点について

●不燃ごみを出す際の使用できる専用袋について

　「金属類・割れ物」の専用袋の無償配布は 1世帯につき 1セットのみで今回限りです。
　お手元の「金属類・割れ物専用袋」がなくなりましたら、店頭での購入をお願いします。
店頭には 2月から 3月頃に並ぶ予定です。
　令和 8年 3月末までは従前の不燃ごみ専用袋でも出すことができます。
　※「金属類・割れ物」の専用袋のサイズは中サイズ（約 30ℓ）と小サイズ（約 10ℓ）があ
ります。

使用できる専用袋

令和 8年 3月末まで

金属類・割れ物

どちらの専用袋でも出すことができます。 指定の専用袋のみ

ビニール、
プラスチック製容器
包装以外の
プラスチック類

令和 8年 4月から

（問合せ先）
常総地方広域市町村圏事務組合
常総環境センター
TEL 0297-48-2314
E-mail:kankyo@joso-koiki.jp

●配布漏れ、配布に関すること
　コールセンター　TEL 0120-022-307
　（令和 8年 1月30日まで）

※令和8年 4月から指定の専用袋以外は回収しません。


